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忘れがちなお金回りのこと。

年
金
・
税
金etc.

Series 国民年金 「社会保険料控除証明書」が発送されます！
by 市民課・各支所地域振興課　　本庁☎ 0986-76-8805　大隅☎ 099-482-5923　財部☎ 0986-72-0934

　　　　　  鹿屋年金事務所　☎ 0994-42-5121（はじめに音声ガイドが応答します）

期 　日 時　間 場　所 予約先
11 月 ７ 日（水）

午前10時～午後3時
大隅支所別館 2 階大会議室 大隅支所　市民係　☎  099-482-5923

12 月 ６日（木） 本庁（末吉）1 階会議室 本庁  国民年金係　☎  0986-76-8805

鹿屋年金事務所による移動相談 ※相談は無料ですが予約が必要です。枠に限りがありますので、
　早めにご予約ください。

※鹿屋や都城の年金事務所へ直接相談に行かれる方も、℡ 0570-05-1165 へ必ずご予約をお願いします。
※相談内容につきましては、年金請求についてのご相談を優先します。予めご了承ください。

社
会
保
険
料
（
国
民
年
金
保
険
料
）
控
除
証
明
書
は

年
末
調
整
・
確
定
申
告
ま
で
大
切
に
保
管
を
お
願
い
し
ま
す 

　

国
民
年
金
保
険
料
は
、
社
会
保
険
料
控
除
の
対
象
と
な
っ

て
お
り
、
市
県
民
税
な
ど
の
税
額
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。
控
除

の
対
象
と
な
る
の
は
、
平
成
30
年
１
月
～
12
月
の
間
に
納
め

ら
れ
た
保
険
料
の
全
額
で
す
。（
過
去
の
年
度
分
や
追
納
分

の
保
険
料
を
納
め
ら
れ
た
場
合
も
含
ま
れ
ま
す
）

　

ま
た
、
ご
自
身
の
保
険
料
だ
け
で
は
な
く
、
配
偶
者
や
お

子
さ
ん
な
ど
の
ご
家
族
の
国
民
年
金
保
険
料
を
納
付
さ
れ
た

場
合
、
そ
の
保
険
料
も
合
わ
せ
て
控
除
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

　

な
お
、
社
会
保
険
料
控
除
を
受
け
る
た
め
の
手
続
き
に
は
、

年
末
調
整
や
確
定
申
告
が
あ
り
ま
す
が
、
保
険
料
を
支
払
っ

た
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
の
添
付
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

　

こ
の
た
め
、
平
成
30
年
１
月
１
日
～
10
月
１
日
ま
で
の
間

に
国
民
年
金
保
険
料
を
納
め
ら
れ
た
方
に
は
、
11
月
中
旬
に

日
本
年
金
機
構
か
ら
「
社
会
保
険
料
（
国
民
年
金
保
険
料
）

控
除
証
明
書
」
が
送
付
さ
れ
ま
す
の
で
、
年
末
調
整
や
確
定

申
告
で
申
告
書
を
提
出
す
る
際
は
必
ず
こ
の
証
明
書
（
ま
た

は
領
収
証
書
）
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

※
平
成
30
年
10
月
２
日
～
12
月
31
日
ま
で
の
間
に
、
今
年
は

じ
め
て
国
民
年
金
保
険
料
を
納
め
ら
れ
た
方
へ
は
、
翌
年
２

月
上
旬
に
送
付
さ
れ
ま
す
。

※
万
が
一
、
証
明
書
を
紛
失
・
破
棄
さ
れ
た
場
合
は
年
金
事

務
所
か
ら
再
度
送
付
し
て
も
ら
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
年
金

事
務
所
ま
た
は
市
役
所
年
金
係
ま
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
な

お
、
税
申
告
時
期
は
窓
口
や
電
話
の
混
雑
が
予
想
さ
れ
ま
す

の
で
、
お
早
め
の
確
認
を
お
願
い
し
ま
す
。

お
得
な
付
加
年
金
に
加
入
し
て
み
ま
せ
ん
か
？ 

　

国
民
年
金
に
は
付
加
年
金
と
い
う
制
度
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
れ
は
月
々
の
定
額
保
険
料
に
付
加
保
険
料
（
月
額

４
０
０
円
）
を
追
加
し
て
支
払
う
と
、
65
歳
か
ら
の
老
齢
基

礎
年
金
に
付
加
年
金
（
年
額
２
０
０
円
×
納
付
月
数
）
が
上

乗
せ
さ
れ
る
制
度
で
す
。
加
入
は
任
意
で
、
別
途
お
申
込
み

が
必
要
で
す
。

◆
付
加
保
険
料
を
納
付
で
き
る
方

　

第
１
号
被
保
険
者
（
国
民
年
金
加
入
者
・
任
意
加
入
者
）

◆
注
意
事
項

　

申
込
み
を
し
た
日
の
属
す
る
月
分
か
ら
保
険
料
を
納
付
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
納
付
が
困
難
に
な
っ
た
場
合
や
、
そ

れ
以
上
納
付
を
必
要
と
し
な
い
場
合
は
、
辞
退
申
出
を
し
た

日
の
属
す
る
月
の
前
月
分
ま
で
の
納
付
が
必
要
で
す
。
ま
た
、

国
民
年
金
保
険
料
を
免
除
し
て
い
る
方
や
国
民
年
金
基
金
に

加
入
さ
れ
て
い
る
方
は
申
込
み
が
で
き
ま
せ
ん
。

【
加
入
例
】

▽
付
加
保
険
料
を
10
年
間
（
１
２
０
月
）
支
払
う
と
…

（
支
払
う
額
）４
０
０
円
×
１
２
０
月
＝
４
８
０
０
０
円（
総
額
）

（
も
ら
う
額
）２
０
０
円
×
１
２
０
月
＝
２
４
０
０
０
円（
年
額
）

  

付
加
年
金
は
、
年
額
で
「
２
０
０
円
×
納
付
月
数
」
が
一

生
涯
上
乗
せ
さ
れ
ま
す
。
２
年
で
元
が
と
れ
る
お
得
な
制
度

と
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
検
討
く
だ
さ
い
。
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忘れがちなお金回りのこと。

年
金
・
税
金etc.

Series 税チャンネル 市県民税・国民健康保険税の減免について
by 税務課・各支所地域振興課　本庁☎ 0986-76-8804　大隅☎ 099-482-5922　財部☎ 0986-72-0932

□固定資産税 ４期
□国民健康保険税  ６期
□介護保険料 ６期
□後期高齢医療保険料 ５期

11 月の納期について

※口座振替を利用さ
れ て い る 方 は、11
月 30 日に振替えし
ますので残高のご確
認をお願いします。

　

市
県
民
税
・
国
民
健
康
保
険
税
は
、所
得
税
（
国

税
）
と
は
異
な
り
、
所
得
が
あ
っ
た
翌
年
に
課
税

さ
れ
る
制
度
と
な
っ
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、

税
負
担
の
公
平
性
を
確
保
す
る
観
点
か
ら
、
納
付

時
期
の
所
得
状
況
に
関
わ
ら
ず
納
め
て
い
た
だ
く

こ
と
が
原
則
で
す
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
納
税
が
困
難
で
あ
る
特
段
の

事
情
が
あ
り
、一
定
の
要
件
を
備
え
て
い
る
人
は
、

申
請
に
よ
り
減
免
を
受
け
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。
た
だ
し
、
適
用
に
は
収
入
・
生
活
状
況
等
の

審
査
が
あ
り
、
必
ず
し
も
減
免
さ
れ
る
と
は
限
り

ま
せ
ん
。
条
例
等
に
規
定
す
る
所
得
基
準
等
の
減

免
要
件
に
該
当
し
な
い
場
合
や
、
納
期
限
を
過
ぎ

た
税
額
や
納
付
済
み
の
税
額
に
つ
い
て
は
、
減
免

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
予
め
ご
了

承
く
だ
さ
い
。

　

主
な
減
免
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

【
生
活
保
護
減
免
】

　

生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
各
種
扶
助
を
受
給

し
て
い
る
人
に
対
す
る
免
除
で
す
。

▽
所
得
制
限
…
な
し

▽
免
除
対
象
…
当
該
扶
助
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ

た
日
以
後
に
納
期
限
が
到
来
す
る
部
分
の
税
額
に

つ
い
て
全
額

【
所
得
減
少
減
免
】

　

失
業
、
疾
病
等
に
よ
り
前
年
の
所
得
と
比
較
し

て
当
年
分
の
所
得
が
２
分
の
１
以
下
に
減
少
す
る

と
認
め
ら
れ
、
か
つ
、
生
活
が
著
し
く
困
難
と
な

っ
た
人
に
対
す
る
減
免
で
す
。

▽
所
得
制
限
…
前
年
の
合
計
所
得
金
額
が

５
０
０
万
円
以
下

▽
減
免
割
合
…
所
得
か
ら
計
算
す
る
割
合
に
応
じ

た
所
得
割
額

【
災
害
減
免
】

　

災
害
に
遭
い
、
生
活
が
著
し
く
困
難
に
な
っ
た

人
に
対
す
る
減
免
で
す
。

▽
所
得
制
限
…
前
年
の
合
計
所
得
金
額
が
１
千
万

円
以
下

▽
減
免
割
合
…
対
象
期
間
に
相
当
す
る
災
害
の
程

度
に
応
じ
、
１
．
25
割
～
10
割

※
そ
の
他
ご
不
明
な
点
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
次
の

窓
口
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

〇
市
役
所
税
務
課
市
民
税
係  

１
階
10
番
窓
口

　

☎ 

０
９
８
６
‐
７
６
‐
８
８
０
４

12
月
は
国
保
税
滞
納
整
理
強
化
月
間
で
す

　

曽
於
市
を
含
む
県
内
す
べ
て
の
市
町
村
で
は
、

今
年
度
か
ら
、
８
月
と
12
月
を
「
県
下
一
斉
国
保

税
滞
納
整
理
強
化
月
間
」
と
定
め
、
国
保
税
の
収

納
対
策
を
強
化
す
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

　

曽
於
市
で
は
、
12
月
の
強
化
月
間
に
向
け
て
、

催
告
書
の
送
付
や
夜
間
・
休
日
納
税
相
談
窓
口
の

開
設
、
預
貯
金
・
給
与
等
を
始
め
と
す
る
財
産
調

査
、
差
押
え
を
行
い
ま
す
。

　

国
保
税
は
、
国
保
制
度
を
支
え
る
貴
重
な
財
源

で
す
。
納
期
内
納
付
へ
の
ご
理
解
・
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。

納
期
限
ま
で
の
納
付
が
困
難
な
と
き
は

早
め
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

災
害
、
失
業
、
疾
病
、
そ
の
他
の
理
由
で
、
納
期

限
ま
で
の
納
付
が
困
難
な
場
合
は
、
市
役
所
税
務
課

へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
平
日
昼
間
に
ご
都
合

の
つ
か
な
い
方
を
対
象
に
、
夜
間
・
休
日
相
談
窓
口

を
開
設
し
ま
す
の
で
、
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

夜
間
・
休
日
納
税
相
談
に
つ
い
て

▽
夜
間
相
談

　

平
成
30
年
11
月
21
日
（
水
）

　

平
成
30
年
12
月
19
日
（
水
）

　

午
後
５
時
30
分
～
午
後
８
時

▽
休
日
相
談

　

平
成
30
年
11
月
25
日
（
日
）

　

午
前
８
時
30
分
～
正
午

▽
場
所　

曽
於
市
役
所
本
庁
（
末
吉
）
税
務
課

※
印
鑑
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

※
大
隅
・
財
部
支
所
で
の
夜
間
・
休
日
相
談
は
行

っ
て
い
ま
せ
ん
。




